
日雇派遣に関わる

派遣元事業主 派遣先 派遣労働者

の皆様へ

日雇派遣指針
労働者派遣法施行規則改正

について

厚生労働省では、日雇派遣指針の策定、労働者派遣法施
行規則の改正により、日雇派遣労働者の雇用の安定等に向け
た取組を進めており、この指針等に基づいて、都道府県労働
局が周知啓発や指導監督を行っていきます。
適正な派遣就業のために、日雇派遣にかかわる派遣元事
業主・派遣先・派遣労働者におかれては、十分に内容を理
解してください。

厚生労働省・都道府県労働局
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日雇派遣指針の概要

第１ 趣旨

○ この指針の対象となる日雇派遣労働者の範囲は、日々又は３０日以内の期間を定めて派遣元
事業主に雇用される者となります。また、この指針は、日雇派遣労働者を雇用する派遣元事業
主、日雇派遣労働者に指揮命令する派遣先が講ずべき措置を定めたものとなっています。

※３０日以内の期間を定めた雇用契約を更新して通算３０日を超えるような場合でも対象とな
ります。

第２ 日雇派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置

○ 派遣元事業主と派遣先は、労働者派遣契約を締結する前に、互いに、日雇派遣労働者の就業
条件をよく確認しなければなりません。

○ 派遣元事業主と派遣先は、協力して、労働者派遣契約の期間を長くしなければなりません。
それに伴い、派遣元事業主は、雇用契約の期間を長くしなければなりません。

日雇派遣労働者

派遣先派遣元事業主 労働者派遣契約

雇
用
契
約

両者は密接に関連している場合もあり、雇用契約を長
期化を促進するためには、労働者派遣契約の長期化も
重要。
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業務量

波動的な部分

例えば、波動性のあ
る業務であっても、
少なくとも、基幹的
業務量については、
労働者派遣契約の
期間を長期化するこ
とは可能。

基幹的業務量

日

○ 派遣先は、労働者派遣契約の解除の際には、派遣元事業主の合意を得なければなりません。
○ 派遣元事業主と派遣先は、連携して、労働者派遣契約の解除が行われた場合には、派遣先の
関連会社での就業のあっせんをするなど、日雇派遣労働者の新たな就業機会の確保を図らなけ
ればなりません。

○ 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約を解除する場合には、日雇派遣
労働者の新たな就業の確保を図らなければなりませんが、これができないときには、派遣元事
業主に対して、損害賠償等を行わなければなりません。

○ 派遣先は、派遣元事業主から請求があったときは、解除の理由を明らかにしなければなりま
せん。

○ 派遣元事業主は、定期的な派遣先の巡回、派遣労働者からの就業状況の確認等により労働者
派遣契約に定められた就業条件を確保しなければなりません。

○ 派遣先は、指揮命令者等の関係者への就業条件の周知徹底、労働者派遣契約ごとに少なくと
も１回以上の就業場所の巡回・指揮命令者からの就業状況の報告等により労働者派遣契約に定
められた就業条件を確保しなければなりません。

※派遣先による就業場所の巡回等については、日々の労働者派遣契約であれば、毎日行わなけ
ればなりません。また、１週間の労働者派遣契約であれば、１週間に１回以上行わなければ
なりません。

第３ 労働者派遣契約に定める就業条件の確保

○ 派遣元事業主は、日雇派遣労働者が所持する手帳への印紙の貼付又は必要な届出などの手続
を適切に行わなければなりません。

○ 派遣元事業主は、派遣先に対し、当該日雇派遣労働者に係る労働・社会保険の手続状況を通
知し、これが行われていない場合は、派遣先と派遣労働者にその理由の通知を行わなければな
りません。

○ 派遣先は、派遣元事業主が適切に手続を行っていないと考えられる場合には、適切に行って
から派遣するよう求めなければなりません。

第４ 労働・社会保険の適用の促進
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日雇特例被保険者（健康保険）として給付を受
けるには・・・
日々又は２月以内の期間を定めて雇用される者等が一

定の要件を満たす場合は、労働者本人が社会保険事務所
に対し、手帳の交付申請を行います。
派遣元事業主は、手帳を所持する労働者を日雇派遣労
働の形態で雇用し、使用する日ごとに、手帳に印紙の貼
付を行います。
さらに、受診する月の前２月に２６枚（又は前６月に
７８枚）以上の印紙が手帳に貼られていると、保険給付
を受ける資格が発生します（初めて手帳の交付を受けた
者には、一定期間に限り特別療養費が支給され、３割の
窓口負担で受診できます）。
なお、契約上、日々又は２月以内の期間を定めて雇用
している労働者であっても、①日々契約の労働者につい
ては１月を超え同一の事業所に引き続き雇用される場合、
②２月以内の契約の労働者については契約の雇用期間を
超え同一の事業所に引き続き雇用される場合には、健康
保険の一般被保険者に該当します。この場合、派遣元事
業主は、社会保険事務所等に対し、健康保険・厚生年金
保険被保険者資格取得届を提出する必要があります。
また、労働者の方が一般被保険者に該当することの確
認を社会保険事務所に請求することもできます。（下図
※）

日雇労働被保険者（雇用保険）として給付
を受けるには・・・
日々又は３０日以内の期間を定めて雇用される

者が一定の要件を満たす場合は、労働者本人が公
共職業安定所に対し、手帳の交付申請を行います。
派遣元事業主は、手帳を所持する労働者を日雇
派遣労働の形態で雇用し、賃金を支払う都度、手
帳に印紙の貼付を行います。
前２月に２６枚以上の印紙が手帳に貼られてい
ると、給付を受ける資格が発生します。
なお、契約上、日々又は３０日以内の期間を定
めて雇用している労働者であっても、実質的に継
続的な雇用を行っている場合は、雇用保険の一般
被保険者に該当する可能性があります。この場合、
派遣元事業主は、公共職業安定所に対し、雇用保
険被保険者資格取得届を提出する必要があります。
（特に、当該事業所における週所定労働時間が２
月連続で20時間以上を超える場合は、一般被保険
者に該当する可能性が高くなります。）
また、労働者の方が一般被保険者に該当するこ
との確認をハローワークに請求することもできま
す。（下図※）

日雇の保険に該当する場合

日雇派遣労働者

派遣先派遣元事業主

③日雇手続を行うか行えないかにつ
いて通知

④日雇手続を行えない場合にはその
具体的な理由を通知

行政機関
（ハローワーク、社会保険事務所）

②印紙購入通帳の申請・
交付

④日雇手続を行えない場合にはその
具体的な理由を通知

⑤理由が適正でない場合には日雇手
続を行ってから派遣するよう要請

①手帳の申請・交付

日雇派遣労働者

派遣先派遣元事業主

②被保険者に関する届出の有無に
ついて通知

③届出が無い場合にはその具体的
な理由を通知

行政機関
（ハローワーク、社会保険事務所）

①被保険者に関する
資格取得の届出

③届出が無い場合にはその具体
的な理由を通知

④理由が適正でない場合には届出
をしてから派遣するよう要請

一般の保険に該当する場合

（※）

各保険の詳しい内容や手続等に関しては、最寄りのハローワーク（雇用保険関係）又は社会保険事
務所（健康保険・厚生年金保険関係）へお尋ねください。
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第５ 日雇派遣労働者に対する就業条件等の明示

○ 派遣元事業主は、労働基準法に定められた労働条件の明示を、文書により確実に行わなけれ
ばなりません。

○ 派遣元事業主は、労働者派遣法に定められた就業条件等の明示を、モデル就業条件明示書
（日雇派遣・携帯メール用）の活用等により確実に行わなければなりません。

就業場所 株式会社○○
東京支店 千代田区霞ヶ
関○―○―○

指揮命令者 東京支店第
１班リーダー ｘｘｘｘ

派遣期間 平成２０年６
月１日から平成２０年６
月３０日まで

派遣受入期間制限抵触日
平成２１年７月３１日

就業日 平成２０年６月
１日から平成２０年６月
３０日までの土、日を除
く平日

就業時間 ８時３０分か
ら１７時３０分まで

休憩時間１２時から１３
時まで

安全及び衛生 重量のあ
る荷物運搬の際の腰痛防
止の指導

時間外労働 有 １日２
時間以内

携帯メールによる
就業条件明示の例
（イメージ）

休日労働 無

賃金 日給ｘｘｘｘ円
（詳細は別途の労働条件
明示による）

派遣元責任者 営業部営
業第１課長 ｘｘｘｘ

派遣先責任者 東京支店
総務課長 ｘｘｘｘｘ

福利厚生施設の利用等
職員休憩所、職員食堂の
利用可

苦情の処理・申出先 派
遣元 営業部営業第１課
長 ｘｘｘｘ 電話 ０
３－ｘｘｘｘ－ｘｘｘｘ
派遣先 東京支店総務課
長 ｘｘｘｘｘ 電話
０３－ｘｘｘｘ－ｘｘｘ
ｘ

派遣契約解除の場合の措
置 他の派遣先における
派遣就業のあっせんをす
る、就職のあっせんその
他の雇用の安定のための
措置を講ずる。

備考

（派遣労働者名）殿

××株式会社 千代田区
霞ヶ関○―○―○ 電話
０３－ｘｘｘｘ－ｘｘｘ
ｘ

次の条件で労働者派遣を
行います。

業務内容 荷物の仕分け
作業

○ 派遣元事業主は、日雇派遣労働者が職務を遂行するために必要な教育訓練を派遣就業前に実
施しなければなりません。

○ 派遣元事業主は、職務を効率的に遂行するための教育訓練を実施するよう努めなければなり
ません。

○ 派遣元事業主は、その他の教育訓練についても、実施することが望ましいことです。

※仕事の内容や手順、仕事を行う上での注意点等については、日雇派遣であっても派遣元事業
主がきちんと行うことが必要です。

第６ 教育訓練の機会の確保
等
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○ 派遣元事業主は、派遣労働者登録用のホームページや登録説明会で関係法令の周知を行わな
ければなりません。また、文書の配布等により、派遣先、日雇派遣労働者等の関係者に関係法
令の周知を行わなければなりません。

○ 派遣先は、文書の配布等により、派遣労働者、日雇派遣労働者を直接指揮命令する者等の関
係者に関係法令の周知を行わなければなりません。

※関係法令には、労働者派遣法、労働基準法、労働安全衛生法、雇用保険法、健康保険法等が
含まれます。

第７ 関係法令等の関係者への周知

第８ 安全衛生に係る措置

○ 派遣元事業主は、雇入れ時の安全衛生教育を行わなければなりません。
○ 派遣先は、危険有害業務就業時の安全衛生教育を確実に行わなければなりません。

※例えば、グラインダー等の研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務や、アーク溶接
機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務については、危険有害業務に当たります。

第９ 労働条件確保に係る措置

○ 派遣元事業主は、日雇派遣労働者の賃金の一部を控除する場合には、購買代金、福利厚生施
設の費用等事理明白なものについて適正な労使協定を締結した場合に限り認められることに留
意し、不適正な控除が行われないようにしなければなりません。

○ 派遣元事業主は、集合場所から就業場所への移動時間等であっても、日雇派遣労働者がその
指揮監督の下にあり、自由利用が保障されていないため労働時間に該当する場合には、労働時
間を適正に把握し、賃金を支払わなければなりません。

○ その他、派遣元事業主と派遣先は、労働基準関係法令を遵守しなければなりません。

第１０ 情報の公開

○ 派遣元事業主は、労働者派遣の実績、派遣料金、派遣労働者の賃金、教育訓練等の事業運営
の状況に関する情報の公開を行わなければなりません。

公開の例

教育訓練の種
類

内容

派遣前講習
新規採用時の関係法

令の講習

パソコン研修

ワープロソフト、

表計算ソフトの操作方
法

労働者派遣の
実績

内容

派遣労働者数
4,435人
（１日平均）

派遣先の件数 285件

日雇派遣労働
者数

1,873人
（１日平均）

労働者派遣の実績 教育訓練

事業報告書に
記載している
ものと同様の
ことを公開す
る。
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派遣料金の額、派遣労働者の賃金の額

業務

派遣料金

（１日（８時間当
たり）の額）

賃金

（１日（８時間当
たり）の額）

日雇派遣 13,998円 9,500円

事務用機
器操作

（５号）

14,479円 10,060円

ファイリン
グ（８号）

13,372円 9,172円

全体 15,577円 10,571円

販売 13,404円 9,096円

製造業務 12,597円 8,549円

派遣元事業主は、これらの情報につい
て、
①ホームページに掲載する、
②説明用の文書を用意する等
の方法で、公開する。

事業報告書に記載し
ているものと同様の
ことを公開する。

事業報告書に記載され
た区分のみならず、派
遣労働者に分かりやす
い区分でも、公開する
ことが望ましい。

これらの表は、公開の
例として示しているも
のであり、さらに詳細
な情報を公開すること
は望ましいことです。

第１１ 派遣元責任者及び派遣先責任者の連絡調整等

○ 派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者の苦情や安全衛生等について連絡調整を行わなけれ
ばなりません。

第１２ 派遣先への説明

○ 派遣元事業主は、派遣先がこの指針を適用できるようにするため、日雇派遣労働者を派遣す
ることを説明しなければなりません。

第１３ その他

○ 日雇派遣にかかわる派遣元事業主及び派遣先にも、現行の派遣元指針及び派遣先指針は当然
に適用されます。
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労働者派遣法施行規則改正の概要

第１ 事業報告書の報告事項の追加

○ 年１回労働局に提出する事業報告書において、日雇派遣労働者の数等の報告を義務化しまし
た。

第２ 派遣先責任者の選任の義務化

○ 労働者派遣が１日を超えない場合には、派遣先責任者の選任が不要でしたが、必要となりま
した。

第３ 派遣先管理台帳の作成の義務化、記載事項・通知事項の追加

○ 労働者派遣が１日を超えない場合には、派遣先管理台帳の作成が不要でしたが、必要となり
ました。

○ 派遣先管理台帳の記載事項に、派遣就業をした場所を追加しました。
○ 派遣先管理台帳に記載される、派遣就業をした場所、従事した業務の種類について、派遣先
から派遣元事業主に対する通知事項に追加しました。

法第37条第１項
１ 派遣先の氏名又は名称
２ 事業所の所在地その他派遣就業の
場所
３ 労働者派遣の期間及び派遣就業す
る日
４ 始業及び終業の時刻
５ 従事する業務の種類
６ 派遣労働者から申出を受けた苦情の
処理に関する事項
７ 紹介予定派遣に係る派遣労働者につ
いては、当該紹介予定派遣に関する事
項
８ その他厚生労働省令で定める事項

法第42条第１項
１ 派遣元事業主の氏名又は名称
２ 派遣就業をした日
３ 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終
業した時刻並びに休憩した時間
４ 従事した業務の種類
５ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処
理に関する事項
６ 紹介予定派遣に係る派遣労働者につい
ては、当該紹介予定派遣に関する事項
７ その他厚生労働省令で定める事項

則第31条
１ 派遣労働者の氏名
２ 事業所の名称 ※派遣先の事
業所名
３ 派遣元責任者及び派遣先責
任者に関する事項
４～８ 26業務等に関する事項
９ 労働・社会保険に関する事項

則第36条
１ 派遣労働者の氏名
２ 事業所の名称 ※派遣元の事業所
名
３ 派遣元事業主の事業所の所在地
４ 派遣労働者が労働者派遣に係る
労働に従事した事業所の名称及び
所在地その他派遣就業をした場所
５ 派遣元責任者及び派遣先責任者
に関する事項
６～10 26業務等に関する事項
11 労働・社会保険に関する事項

３項目について

１．定期的（１月１回以上）
に派遣元事業主に通知

２．派遣元事業主から請求
があった場合に通知

派遣元管理台帳 派遣先管理台帳改正点①（則第３５条）
労働者派遣が１日を超えない
場合には作成不要であったが、
作成を義務化

通知（※）

改正点③（則第３８条）

派遣就業をした場所、
従事した業務の種類を
通知事項に追加

改正点②

派遣就業をした場所を
記載事項に追加

※派遣先から通知された内容が、派遣元管理台
帳の記載と異なるときは、派遣先から通知さ
れた内容を記載する（則第３０条）
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日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針 

（平成２０年厚生労働省告示第３６号）

第一 趣旨 

   この指針は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣

法」という。）第三章第一節から第三節までの規定により、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針（平成十一年労働省告示第百三十七号。以下「派

遣元指針」という。）及び派遣先が講ずべき措置に関する指針（平成十一年労働省告示第百三十八号。以下「派遣先指針」という。）に加えて、日々又

は三十日以内の期間を定めて雇用される者（以下「日雇派遣労働者」という。）について労働者派遣を行う派遣元事業主及び当該派遣元事業主から労

働者派遣の役務の提供を受ける派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。 

第二 日雇派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 

一 労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認 

   （一）  派遣先は、労働者派遣契約の締結の申込みを行うに際しては、就業中の日雇派遣労働者を直接指揮命令することが見込まれる者から、業務

の内容、当該業務を遂行するために必要とされる知識、技術又は経験の水準その他労働者派遣契約の締結に際し定めるべき就業条件の内容を

十分に確認すること。 

 （二） 派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに際しては、派遣先が求める業務の内容、当該業務を遂行するために必要とさ

れる知識、技術又は経験の水準、労働者派遣の期間その他労働者派遣契約の締結に際し定めるべき就業条件を事前にきめ細かに把握すること。

二 労働者派遣契約の期間の長期化 

     派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約の締結に際し、労働者派遣の期間を定めるに当たっては、相互に協力しつつ、当該派遣先が労働者派

遣の役務の提供を受けようとする期間を勘案して可能な限り長く定める等、日雇派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をすること。 

三 雇用契約の期間の長期化 

    派遣元事業主は、労働者を日雇派遣労働者として雇い入れようとするときは、当該労働者の希望及び労働者派遣契約における労働者派遣の期間を

勘案して、雇用契約の期間について、できるだけ長期にする、当該期間を当該労働者派遣契約における労働者派遣の期間と合わせる等、日雇派遣労

働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をすること。 

 四 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置 

 （一） 派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、派遣元事業主の合

意を得ること。 

 （二） 派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に日雇派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣

契約の解除が行われた場合には、互いに連携して、当該派遣先の関連会社での就業のあっせん等により、当該労働者派遣契約に係る日雇派遣

労働者の新たな就業機会の確保を図ること。 

 （三） 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、日

雇派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、速やかに、損害の賠償を行わなければならないこと。その

他派遣先は、派遣元事業主と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずること。また、派遣元事業主及び派遣先の双方の責に帰すべき事

由がある場合には、派遣元事業主及び派遣先のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮すること。 

 （四） 派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行う場合であって、派遣元事業主から請求があったときは、

労働者派遣契約の解除を行う理由を当該派遣元事業主に対し明らかにすること。 

第三 労働者派遣契約に定める就業条件の確保 

 一 派遣元事業主は、派遣先を定期的に巡回すること等により、日雇派遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約の定めに反していないことの確認等を

行うとともに、日雇派遣労働者の適正な派遣就業の確保のためにきめ細かな情報提供を行う等により派遣先との連絡調整を的確に行うこと。また、

派遣元事業主は、日雇派遣労働者からも就業の状況が労働者派遣契約の定めに反していなかったことを確認すること。 

二 派遣先は、労働者派遣契約を円滑かつ的確に履行するため、次に掲げる措置その他派遣先の実態に即した適切な措置を講ずること。 

   （一） 就業条件の周知徹底 

         労働者派遣契約で定められた就業条件について、当該日雇派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に

当該就業条件を記載した書面を交付し、又は就業場所に掲示する等により、周知の徹底を図ること。 

   （二） 就業場所の巡回 

        一の労働者派遣契約について少なくとも一回以上の頻度で定期的に日雇派遣労働者の就業場所を巡回し、当該日雇派遣労働者の就業の状況

が労働者派遣契約の定めに反していないことを確認すること。 

   （三） 就業状況の報告 

         日雇派遣労働者を直接指揮命令する者から、一の労働者派遣契約について少なくとも一回以上の頻度で定期的に当該日雇派遣労働者の就業

の状況について報告を求めること。 



（四） 労働者派遣契約の内容の遵守に係る指導 

         日雇派遣労働者を直接指揮命令する者に対し、労働者派遣契約の内容に違反することとなる業務上の指示を行わないようにすること等の指

導を徹底すること。 

第四 労働・社会保険の適用の促進 

 一 日雇労働被保険者及び日雇特例被保険者に係る適切な手続 

  派遣元事業主は、日雇派遣労働者が雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者又は健康保険法（大

正十一年法律第七十号）第三条第二項に規定する日雇特例被保険者に該当し、日雇労働被保険者手帳又は日雇特例被保険者手帳の交付を受けている

者（以下「手帳所持者」という。）である場合には、印紙の貼付等の手続（以下「日雇手続」という。）を適切に行うこと。 

二 労働・社会保険に係る適切な手続 

     派遣元事業主は、その雇用する日雇派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、労働・社会保険に係る手続を適切に進め、被保険者である旨の行政機関

への届出（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則（昭和六十一年労働省令第二十号）第二十

七条の二第一項各号に掲げる書類の届出をいう。以下単に「届出」という。）が必要とされている場合には、当該届出を行ってから労働者派遣を行

うこと。ただし、当該届出が必要となる日雇派遣労働者について労働者派遣を行う場合であって、当該労働者派遣の開始後速やかに当該届出を行う

ときは、この限りでないこと。 

三 派遣先に対する通知 

  派遣元事業主は、労働者派遣法第三十五条に基づき、派遣先に対し、日雇派遣労働者について届出を行っているか否かを通知すること。さらに、

派遣元事業主は、日雇派遣労働者が手帳所持者である場合においては、派遣先に対し、日雇手続を行うか行えないかを通知すること。 

四 届出又は日雇手続を行わない理由に関する派遣先及び日雇派遣労働者への通知 

  派遣元事業主は、日雇派遣労働者について届出を行っていない場合には、その具体的な理由を派遣先及び当該日雇派遣労働者に対し、通知するこ

と。さらに、派遣元事業主は、日雇派遣労働者が手帳所持者である場合であって、日雇手続を行えないときには、その具体的な理由を派遣先及び当

該日雇派遣労働者に対し、通知すること。 

五 派遣先による届出又は日雇手続の確認 

  派遣先は、派遣元事業主が届出又は日雇手続を行う必要がある日雇派遣労働者については、当該届出を行った又は日雇手続を行う日雇派遣労働者

（当該派遣先への労働者派遣の開始後速やかに当該届出が行われるものを含む。）を受け入れるべきであり、派遣元事業主から日雇派遣労働者につ

いて当該届出又は当該日雇手続を行わない理由の通知を受けた場合において、当該理由が適正でないと考えられる場合には、派遣元事業主に対し、

当該日雇派遣労働者について当該届出を行ってから派遣するよう又は当該日雇手続を行うよう求めること。 

第五 日雇派遣労働者に対する就業条件等の明示 

一 派遣元事業主は、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第十五条に基づき、日雇派遣労働者との労働契約の締結に際し、労働契約の期間に

関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項、労働時間に関する事項、賃金に関する事項（労使協定に基づく賃金の一部控除の取扱い

を含む。）及び退職に関する事項について、書面の交付による明示を確実に行うこと。また、その他の労働条件についても、書面の交付により明示

を行うよう努めること。 

 二 派遣元事業主は、モデル就業条件明示書（日雇派遣・携帯メール用）の活用等により、日雇派遣労働者に対し労働者派遣法第三十四条に規定する

就業条件等の明示を確実に行うこと。 

第六 教育訓練の機会の確保等 

一 派遣元事業主は、職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）及び労働者派遣法第三十条に基づき、日雇派遣労働者の職業能力の開発及

び向上を図ること。 

二 派遣元事業主は、日雇派遣労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、派遣就業前に実施しなければならな

いこと。 

三 派遣元事業主は、日雇派遣労働者が従事する職務を効率的に遂行するために必要な能力を付与するための教育訓練を実施するよう努めること。 

四 派遣元事業主は、二及び三に掲げる教育訓練以外の教育訓練については、日雇派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験等に応

じ、実施することが望ましいこと。 

五 派遣元事業主は、日雇派遣労働者又は日雇派遣労働者として雇用しようとする労働者について、当該労働者の適性、能力等を勘案して、最も適合

した就業の機会の確保を図るとともに、就業する期間及び日、就業時間、就業場所、派遣先における就業環境等について当該労働者の希望と適合す

るような就業機会を確保するよう努めること。 

六 派遣先は、派遣元事業主が行う教育訓練や日雇派遣労働者の自主的な能力開発等の日雇派遣労働者の教育訓練・能力開発について、可能な限り協

力するほか、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めること。 
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第七 関係法令等の関係者への周知 

 一 派遣元事業主は、日雇派遣労働者を登録するためのホームページを設けている場合には、関係法令等に関するコーナーを設けるなど、日雇派遣労

働者となろうとする者に対する関係法令等の周知を徹底すること。また、派遣元事業主は、登録説明会等を活用して、日雇派遣労働者となろうとす

る者に対する関係法令等の周知を徹底すること。 

二 派遣元事業主は、労働者派遣法の規定による派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置の内容並びに労働者派遣法第三章第四節に規定する労働基準

法等の適用に関する特例等関係法令について、派遣先、日雇派遣労働者等の関係者への周知の徹底を図るために、文書の配布等の措置を講ずること。

三  派遣先は、労働者派遣法の規定による派遣先が講ずべき措置の内容及び労働者派遣法第三章第四節に規定する労働基準法等の適用に関する特例等

関係法令について、日雇派遣労働者を直接指揮命令する者、日雇派遣労働者等の関係者への周知の徹底を図るために、文書の配布等の措置を講ずる

こと。 

四 派遣先は、日雇派遣労働者の受入れに際し、日雇派遣労働者が利用できる派遣先の各種の福利厚生に関する措置の内容についての説明、日雇派遣

労働者が円滑かつ的確に就業するために必要な、日雇派遣労働者を直接指揮命令する者以外の派遣先の労働者との業務上の関係についての説明及び

職場生活上留意を要する事項についての助言等を行うこと。 

第八 安全衛生に係る措置 

 一  派遣元事業主は、日雇派遣労働者に対して、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第五十九条第一項に規定する雇入れ時の安全衛生教

育を確実に行わなければならないこと。 

二 派遣先は、派遣元事業主が日雇派遣労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育を適切に行えるよう、日雇派遣労働者が従事する業務に係る情報を派

遣元事業主に対し積極的に提供するとともに、派遣元事業主から雇入れ時の安全衛生教育の委託の申入れがあった場合には可能な限りこれに応じる

よう努める等、日雇派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮を行うこと。 

三 派遣先は、日雇派遣労働者の安全と健康の確保に責務を有することを十分に認識し、労働安全衛生法第五十九条第三項に規定する危険有害業務就

業時の安全衛生教育の適切な実施等必要な措置を確実に行わなければならないこと。 

第九 労働条件確保に係る措置 

一 派遣元事業主は、日雇派遣労働者の労働条件の確保に当たっては、第五の一に掲げる労働条件の明示のほか、特に次に掲げる事項に留意すること。

 （一） 賃金の一部控除 

     派遣元事業主は、日雇派遣労働者の賃金について、その一部を控除する場合には、購買代金、福利厚生施設の費用等事理明白なものについ

て適正な労使協定を締結した場合に限り認められることに留意し、不適正な控除が行われないようにすること。 

 （二） 労働時間 

     派遣元事業主は、集合場所から就業場所への移動時間等であっても、日雇派遣労働者がその指揮監督の下にあり、当該時間の自由利用が当

該日雇派遣労働者に保障されていないため労働時間に該当する場合には、労働時間を適正に把握し、賃金を支払うこと。 

二 一に掲げる事項のほか、派遣元事業主及び派遣先は、日雇派遣労働者に関して、労働基準法等関係法令を遵守すること。 

第十 情報の公開 

 派遣元事業主は、日雇派遣労働者及び派遣先が良質な派遣元事業主を適切に選択できるよう、労働者派遣の実績、派遣料金の額、派遣労働者の賃金

の額、教育訓練その他事業運営の状況に関する情報を公開すること。 

第十一 派遣元責任者及び派遣先責任者の連絡調整等 

一 派遣元責任者は、日雇派遣労働者の就業に関し、労働者派遣法第三十六条に規定する派遣労働者に対する必要な助言及び指導等を十分に行うこと。

二 派遣元責任者及び派遣先責任者は、日雇派遣労働者の就業に関し、労働者派遣法第三十六条及び第四十一条に規定する派遣労働者から申出を受け

た苦情の処理、派遣労働者の安全、衛生等に関する相互の連絡調整等を十分に行うこと。 

第十二 派遣先への説明 

 派遣元事業主は、派遣先が日雇派遣労働者についてこの指針に定める必要な措置を講ずることができるようにするため、派遣先に対し、労働者派遣

契約の締結に際し、日雇派遣労働者を派遣することが予定されている場合には、その旨を説明すること。また、派遣元事業主は、派遣先に対し、労働

者派遣をするに際し、日雇派遣労働者を派遣する場合には、その旨を説明すること。 

第十三 その他 

 日雇派遣労働者について労働者派遣を行う派遣元事業主及び当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける派遣先に対しても、派遣元指針

及び派遣先指針は当然に適用されるものであることに留意すること。 
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都道府県労働局需給調整事業担当 連絡先一覧

労働局名 課室名 代表電話番号

北海道 需給調整事業室 ０１１－７３８－１０１５
青　 森 職業安定課 ０１７－７２１－２０００
岩 　手 職業安定課 ０１９－６０４－３００４
宮　 城 需給調整事業室 ０２２－２９２－６０７１
秋　 田 職業安定課 ０１８－８８３－０００７
山　 形 職業安定課 ０２３－６２６－６１０９
福　 島 需給調整事業室 ０２４－５２８－０３３５
茨 　城 需給調整事業室 ０２９－２２４－６２３９
栃　 木 職業安定課 ０２８－６１０－３５５５
群 　馬 職業安定課 ０２７－２１０－５１０５
埼 　玉 需給調整事業室 ０４８－６００－６２１１
千　 葉 需給調整事業室 ０４３－２０２－５１８１
東 　京 需給調整事業第二課 ０３－３４５２－１４７４
神奈川 需給調整事業課 ０４５－６５０－２８１０
新　 潟 需給調整事業室 ０２５－２３４－５９３０
富 　山 職業安定課 ０７６－４３２－２７１８
石 　川 需給調整事業室 ０７６－２６５－４４３５
福　 井 職業安定課 ０７７６－２６－８６０９
山　 梨 職業安定課 ０５５－２２５－２８５７
長 　野 職業安定課 ０２６－２２６－０８６５
岐 　阜 職業安定課 ０５８－２６３－５５１９
静　 岡 需給調整事業課 ０５４－２７１－９９８０
愛　 知 需給調整事業第二課 ０５２－２１９－５５８７
三　 重 職業安定課 ０５９－２２６－２３０５
滋　 賀 職業安定課 ０７７－５２６－８６０９
京　 都 需給調整事業課 ０７５－２４１－３２２５
大　 阪 需給調整事業第二課 ０６－４７９０－６３１９
兵　 庫 需給調整事業課 ０７８－３６７－０８３１
奈　 良 職業安定課 ０７４２－３２－０２０８
和歌山 職業安定課 ０７３－４２１－６１５０
鳥 　取 職業安定課 ０８５７－２９－１７０７
島　 根 職業安定課 ０８５２－２０－７０１８
岡　 山 需給調整事業室 ０８６－８０１－５１１０
広　 島 需給調整事業課 ０８２－５１１－１０６６
山　 口 職業安定課 ０８３－９９５－０３８５
徳　 島 職業安定課 ０８８－６１１－５３８３
香　 川 職業安定課 ０８７－８１１－８９２２
愛　 媛 職業安定課 ０８９－９４３－５２２１
高　 知 職業安定課 ０８８－８８５－６０５１
福　 岡 需給調整事業課 ０９２－４３４－９７１１
佐　 賀 職業安定課 ０９５２－３２－７２１６
長　 崎 職業安定課 ０９５－８０１－００４０
熊　 本 需給調整事業室 ０９６－２１１－１７３１
大　 分 職業安定課 ０９７－５３５－２０９５
宮　 崎 職業安定課 ０９８５－３８－８８２３
鹿児島 職業安定課 ０９９－２１９－８７１１
沖　 縄 職業安定課 ０９８－８６８－１６５５

-12-


